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再
発
見
・
牛
久 

第
三
話

牛
久
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員　
　
　

栗く
り
は
ら原　

功
い
さ
お　

　

江
戸
日
本
橋
に
新
田
開
発
奨

　
　

励
の
高こ
う
さ
つ札
立
つ（
幕
府
徳
川
第

　
　
　

８
代
将
軍
吉
宗
の
農
村
政
策
）

　

江
戸
時
代
中
期
、
享
き
ょ
う
ほ
う保
７
年

（
１
７
２
２
年
）７
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

幕
府
が
江
戸
日
本
橋
の
た
も
と
に
、

『
新
田
開
発
を
奨
励
す
る
文
言
』を
個
条

書
に
し
た「
高
札（
※
）」を
立
て
、
幕
府

領
の
農
民
の
み
な
ら
ず
、
全
国
か
ら
新

田
開
発
の
出
資
者
を
募
っ
た
。
高
札
は
、

そ
れ
ま
で
の
商
人
に
よ
る
請
負
新
田
の

禁
止
を
と
き
、商
人
の
資
金
導
入
を
図
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。（
※
法は

っ

と度
な
ど
を
板

書
き
し
、
交
通
量
の
多
い
市
場
や
辻つ
じ

に

立
て
た
制
札
で
、
立
札
と
も
い
い
、
町

村
民
へ
の
触ふ
れ
が
き書
の
場
合
は
町
・
村
名
主

＜

庄
屋＞

宅
の
前
に
立
て
ら
れ
た
。
室

町
時
代
末
期
か
ら
明
治
６
年（
１
８
７
３

年
）ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
）

　

新
田
開
発
奨
励
は
、
約
30
年
間
、
江

戸
幕
府
の
徳
川
第
８
代
将
軍
の
職
に
あ

り
、
諸
改
革
を
推
進
し
、
米
将
軍
の
異

名
を
も
つ
吉
宗
に
よ
る
政
治
改
革
、
享
保

の
改
革
の
一
環（
農
村
政
策
）で
あ
っ
た
。

　

幕
府
へ
桜
井
庄
兵
衛
が
牛
久

　
　

沼
内
全
域
干
拓
の
願
書
提
出

　

『
新
田
開
発
奨
励
』は
江
戸
日
本
橋
の

高
札
を
見
て
き
た
人
に
よ
っ
て
、
牛
久
藩

領
の
河
内
郡
城
中
村
根
古
屋
坪
の
農
家

桜
井
庄
兵
衛
に
伝
え
ら
れ
た
。
庄
兵
衛

は
、牛
久
沼
内
全
域
５
５
０
町
歩（
５
５
０

ヘ
ク
タ
ー
ル
）を
干か
ん
た
く拓

し
て
新
田
を
造
成

す
る
と
い
う
大
構
想
を
描
き
、
享
保
10

年（
１
７
２
５
年
）に
諸
書
類
を
添
付
し
て

そ
の
裁
許
を
幕
府
に
願
い
出
た
。

幕
府
御
勘
定
所
御ご
か
ん
じ
ょ
う
ぎ
ん
み
や
く

勘
定
吟
味
役

　

井
沢
為
永
が
牛
久
沼
干
拓
裁
許（
代

　
　

替
水
路
伊い
た
み丹

用
水
路
開
削
の
条
件
付
き
）

　

新
田
開
発
を
担
当
す
る
幕
府
の
役
所

は
、
御
殿
御
勘
定
所
で
あ
っ
た
。
同
役

所
は
主
要
役
所
で
、
江
戸
城
本
丸
表
御

殿
の
一
室
に
置
か
れ
て
お
り
、
庄
兵
衛

は
度
々
登
城
し
て
担
当
の
普
請
方
並
び

に
新
田
方
と
接
触
し
、
特
に
新
田
開
発

を
管
掌
し
て
い
る
井
沢
為
永
と
は
接
触

を
重
ね
て
い
た
。

　

井
沢
為
永
、
通
称
弥
惣
兵
衛
は
寛
文

３
年（
１
６
６
３
年
）、
紀
伊
国
那
賀
郡

溝
ノ
口
村（
現
和
歌
山
県
海
南
市
野
上

新
）
の
根
来
寺
僧
兵
の
血
を
受
け
継
ぐ

農
家
井
沢
家
で
出
生
し
て
い
る
。
俊
才

で
あ
っ
た
ら
し
く
少
年
の
こ
ろ
か
ら
数

理
に
精
通
し
、
28
歳
の
と
き
紀
州
第
２

代
藩
主
徳
川
光
貞
に
召
し
出
さ
れ
、
地

方
下
役
と
し
て
治
水
お
よ
び
新
田
開
発

普
請
に
数
々
の
手
腕
を
発
揮
し
、
そ
の

工
法
は
後
の
世
で「
紀
州
流
ま
た
は
関

西
流
」と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

井
沢
は
、享
保
７
年（
１
７
２
２
年
）、

59
歳
の
と
き
に
江
戸
幕
府
に
召
し
出

さ
れ
て
旗
本
の
列
に
加
わ
り
、
御
勘

定
所
普
請
方
と
な
る
。
同
８
、
９
両
年

に
、
新
田
開
発
の
願
書
が
届
け
ら
れ
て

い
る
武
蔵
見
沼（
現
埼
玉
県
）、
下
総
の

印
旛
沼
・
手
賀
沼（
現
千
葉
県
）・
飯
沼

（
現
茨
城
県
）を
検
分
し
、
同
10
年
に
牛

久
沼
を
検
分
。
同
10
年
に
御
勘
定
吟
味

役
格
に
進
み
、
同
12
年
に
新
田
開
発
を

掌つ
か
さ
どる
こ
と
に
な
る
。
同
16
年
に
は
吟

味
役
本
役（
※
）に
進
ん
で
、
同
20
年
よ

り
は
美
濃
郡
代
を
兼
ね
る
こ
と
に
な

る
。（
※
幕
府
に
お
け
る
支
払
い
に
関
す

る
決
済
は
、
幕
府
全
体
の
財
布
の
紐ひ
も

を

握
っ
て
い
た
御
勘
定
奉
行
勝
手
方
の
当

該
役
人
が「
越お
こ

し
印い
ん

」を
捺お

し
、
御
勘
定

吟
味
役
が「
中
ち
ゅ
う
い
ん
印
」を
、
さ
ら
に
御
勘
定

奉
行
の
決
済
判
を
必
要
と
し
、
こ
れ
を

「
三
役
の
判
」と
い
っ
た
）

　

井
沢
が
享
保
10
年
に
庄
兵
衛
の
牛
久

沼
全
域
を
干
拓
し
て
新
田
開
発
す
る
件

も
裁
許
し
て
い
る
。

江戸日本橋の畔
たもと

に立てられた高札の位置

―江戸切絵図より引用―

各時代の歴史よりこぼれ話
牛
久
沼
内
全
域
干
拓（
新
田
開
発
）①

日本橋


